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 数量公開の説明書   
 
１．数量公開とは                                 

建築工事、建築設備工事における数量公開とは、予定価格のもととなる工事費内訳

書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「数量書」

という。）を、参考資料として公開、提供するものである。 
 

２．提供する参考資料について                          
数量公開するにあたり提供する参考資料は次のとおりとする。 

①「数量公開の説明書」 ：本紙 
②「数量書」 ：別紙「種目別内訳」、「科目別内訳」、「細目別内訳」の各内訳書 
 

３．数量書の取扱いについて                           
(１) 数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、工

事費内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、工事請負

契約書第１条に定める設計図書（図面及び仕様書等）ではなく、参考資料（参考数量）

として取り扱うこととする。 
(２) 数量書における数量は、工事請負契約書第３条に定める請負代金内訳書の内容その

他の契約内容を拘束しないものとする。 
 

４．数量書について                                
(１) 数量書の範囲 

数量書は、原則として全数量を公開範囲とする。 
ただし、軽微なもの及び任意仮設に係わるものについては除くものとする。 

(２) 数量書の構成 
数量書の構成及び項目は、次の基準を参考に作成している 
◇建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」 
◇設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」 

(３) 数量書の数量 
数量書における数量については、次の基準に基づき作成している。 
◇建築工事「公共建築数量積算基準」 
◇設備工事「公共建築設備数量積算基準」 
 

５．数量書の公開時期及び公開方法について                          
(１) 一般競争入札による場合   

数量書は、入札公告の「３ 入札日程」の「設計図書等の閲覧及び複写」の時期と

同時に紙面により公開し、その提供方法は入札公告の「３ 入札日程」の「設計図書

等の閲覧及び複写」と同一の手法による。 
(２) 指名競争入札による場合   

数量書は、指名通知書の「設計図書等の閲覧」及び「設計図書等の複写」の時期と

同時に紙面により公開し、その提供方法は指名通知書の「設計図書等の閲覧」及び「設

計図書等の複写」と同一の手法による。 
 

６．数量書に対する質問について                          
(１) 数量書における数量に対する質問は、お受けできません。 
(２) 数量書に対する質問は、「設計図面等に対する質問」とは区別すること。 
(３) 数量書に対する質問の提出及び質問に対する回答書の閲覧等の方法は、入札公告

又は指名通知書の「設計図面等に対する質問」と同一の手法による 


